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第１章　資源の循環■

１　廃棄物処理法の周知

廃棄物の適正処理を確保するため、廃棄物処理法

では、産業廃棄物委託基準＊1や産業廃棄物管理票＊2

（マニフェスト）制度などが定められています。し

かしながら、不法投棄などの不適正処理事案が後

を絶たないことから、近年、同法の改正が頻繁に

行われ、規制の強化が図られています。

県では、社団法人福井県産業廃棄物協会ととも

に、事業者や産業廃棄物処理業者に対する講習会

等を開催し、同法の多岐にわたる改正内容につい

て周知徹底を図っています。

第２節　適正処理の推進 【廃棄物対策課】

平成13成13成 年13年13
改正改正改正
13成
改正

平成14成14成 年14年14
改正改正改正改正

平成15成15成 年15年15
改正改正改正
15
改正

「木くず又はがれき類の破砕機（処理能力5t
／日超）」を許可対象施設に追加、「PCB」
をポリ塩化ビフェニルと改め、分解する施設
を設置する場合の設置許可など。

立入検査等の権限強化、不法投棄未遂罪の創
設などの罰則強化、悪質事案についての許可
取消の義務化など。

委託基準に委託契約関係書類の5年間保存を
追加、特別管理産業廃棄物の追加など。

平成16成16成 年16年16
改正
16

平成17成17成 年17年17
改正改正改正改正

平成18成18成 年18年18
改正改正改正改正

廃棄物最終処分場の跡地等における土地形質
変更の届出義務化、廃棄物処理施設における
事故発生時の届出義務化、指定有害廃棄物
（硫酸ピッチ）の不適正処理の禁止など。

無害化処理認定制度の創設、石綿含有廃棄物
処理基準の創設、石綿含有産業廃棄物等の溶
融施設の許可対象施設への追加など。

欠格要件の厳格化、産業廃棄物関係事務等に
係る事務分担の見直し、産業廃棄物管理票制
度の強化、罰則の強化など。

表3-1-11 廃棄物処理法の近年の改正状況

２　不法投棄対策の推進

不法投棄対策としては、「福井県廃棄物不法投棄

等対策要領」（平成3年策定）や「産業廃棄物処理

業者等監視指導マニュアル」（平成12年策定）をも

とに、各健康福祉センターにおいて不法投棄の重

点監視地域を定め、休日・夜間も含め年間を通じ

て監視パトロールを実施しているほか、県が委嘱

している不法投棄等連絡員（501人）からの不法投

棄に関する情報の提供や、不法投棄110番を設置し、

広く県民から情報提供を受けるなどして、不法投

棄等の未然防止と早期発見に努めています。

また、社団法人福井県産業廃棄物協会が平成8年

に設置した「産業廃棄物適正処理指導員」や市町

等の各種関係団体と連携した重点監視地域への合

同パトロールなども実施しています。

さらに、平成15年度には警察本部からの出向職

員を増員し廃棄物対策課に監視・指導グループを

設置するとともに、警察組織の機構改革によって

平成16年3月に新設された生活環境課との情報の共

有化と広域化する産業廃棄物事案に迅速・的確に

対応するため他県警察本部との連携強化も図って

います。そのほか、市町職員を県職員に併任（61

人）し、産業廃棄物に係る立入検査権を付与する

ことにより県と市町との連携を一層強化し、産業

廃棄物の不適正処理に係る監視体制の強化を図っ

ています。

平成18年度からは新たに県の土木事務所職員や

農林総合事務所職員等（88人）にも立入検査権を

付与し、県の関係部署との連携も強化しています。

福井、坂井、奥越、丹南、二州、若狭の6ブロッ

ク別には、各健康福祉センター、土木事務所、市

町、警察署、森林組合、内水面漁業協同組合等か

ら組織される「産業廃棄物不法処理防止連絡協議

会」を設置し、各地域ごとに監視体制の強化も図

っています。

このほか、廃棄物の不法投棄等の未然防止に対

する意識を高めるため、啓発活動等も行っていま

す。

＊2産業廃棄物委託基準：排出事業者は、産業廃棄物の運搬または処分を他人に委託する場合には、法令に定められた委託基準に
従わなければなりません。

＊2産業廃棄物管理票（マニフェスト）：排出事業者は、産業廃棄物の収集運搬または処分を他人に委託する場合には、必要事項
を記載した産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付しなければなりません。この産業廃棄物管理票制度とは、産業廃棄物の
処理の各工程（収集運搬、中間処理等）ごとに終了の報告を受けていくことで、委託した産業廃棄物が適正に処理されたこと
を排出事業者が確認する制度であり、排出事業者は最終処分の終了を確認するまで、自らが排出した産業廃棄物についてその
処理の責任を負うことになります。
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不法投棄 
野外焼却 
そ の 他  
計 

17 
2 
1 

20

23 
2 
1 

26 
 

区　分 検挙件数 検挙人員 

表3-1-12 平成17年中の廃棄物処理法違反の検挙状況
【福井県警察本部生活環境課】

ゼロごみはよい

警察との合同路上検査

野外焼却の現場

３　硫酸ピッチ対策の推進

平成14年度頃から不正軽油の密造過程で排出さ

れる指定有害廃棄物である硫酸ピッチや廃スラッ

ジが空き倉庫などに放置される事件が全国的に問

題となっている中、県内においても同様の放置事

案が多発しています。県では、県警や消防署、県

の税務部門など関係機関と連携して、密造容疑箇

所に対して早期の合同立入検査を実施するなど、

不正軽油密造の未然防止と早期発見に努めるとと

もに、硫酸ピッチ等の不適正保管が発見された場

合には、行為者に対して適正処理を命じるなど、

厳正に対処しています。

また、啓発用のチラシを作成し、県民に対して

情報の提供を呼び掛けるとともに、空き倉庫など

を安易に貸さないよう注意を呼び掛けています。

４　行政処分基準の改正

産業廃棄物の不適正処理事案に対する監視指導

体制の強化を図り、迅速かつ厳正な行政処分がで

きるよう「福井県産業廃棄物処理に係る行政処分

基準」の改正を行い、平成18年5月1日から施行し

ました。これまでの行政処分基準は、違反行為を

行った者にどのような行政処分を行うかについて

県側に裁量を持たせていましたが、「敦賀市民間最

終処分場の対応に関する調査委員会」からの再発

防止の提案を踏まえ、新しい行政処分基準では、

平成17年8月に環境省が示した法定受託事務の処理

基準に準じて、違反行為に対する行政処分につい

て県側の裁量を無くすことにより、行政処分の適

正な実施を図ることといたしました。

５　普及啓発事業の実施

廃棄物の不法投棄や野外焼却を未然に防止する

意識を高めるため、12月を「不法投棄等防止啓発

強調月間」と定め、各種啓発活動を行っています。

平成18年度は、次の事業を実施しています。

①啓発用チラシの作成・配布

②新聞、テレビ、ラジオ、市町の広報誌等を活用

した広報

③事業所への立入検査、パトロールの集中実施
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６　安全で信頼性のある廃棄物処理施設の確保

「福井県産業廃棄物等適正処理指導要綱｣におい

て、廃棄物処理施設設置許可の事前審査手続と廃

棄物処理法に定める基準よりも厳しい構造･維持管

理基準を定め、施設設置許可の事前審査を行って

います｡

また、｢産業廃棄物処理業者等監視指導マニュア

ル｣に基づき、最終処分場等の立入検査回数を増や

すなど施設への監視指導を強化しており、今後と

も､処理施設の安全性と信頼性を確保し、県民の生

活環境の保全を図っていきます。

７　優良な処理業者の育成

平成17年の廃棄物処理法改正により、遵法性や

情報公開性、環境保全への取組みなど、一定の基

準を満たした処理業者に対し、優遇的措置※１を講

ずる「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る

評価制度」が創設されました。当該制度は、一定

の基準を満たす処理業者（以下「評価基準適合事

業者」という。）を社会的に明らかにすることによ

り、排出事業者が処理業者を選定する際の参考と

することや、優良化を目指す処理業者に対し、具

体的な取組み目標を与えることを目的としていま

す。

本県では、平成18年4月から当該制度の運用を開

始しており、申請のあった４社が評価基準適合事

業者となっています（平成18年12月末現在）。

＊１「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度」における優遇的措置：産業廃棄物処理業の許可更新時において一定の
基準を満たした処理業者に対し、①申請書類の一部を省略可能とする、②評価基準に適合した旨を許可証に記載する、③評価
基準適合事業者としてホームページで公表するなどの措置を講じています。


